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令８香南市監査委員告示第１号 

 

 令和７年 12 月 11 日付け 07 香南監委発第 15 号、令７香南市監査委員告示第８号により

公表した定期監査結果報告書に基づき、措置を講じた旨の通知が香南市長からあったので、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項及び香南市監査基準第 17 条の規定

により、当該通知に係る事項を公表します。 

 

令和８年２月 19日 

 

香南市監査委員 有岡 正博 

香南市監査委員 安岡 敬子 

香南市監査委員 中屋  和彦 
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令和７年度の定期監査（徴収関係）の結果に基づき、講じた措置の状況は下記のとおり

です。 

※原文の内容を変更しない程度に、一部校正しています。 

 

記 

 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

（１）上下水道使用料について（上下水道課） 

上下水道課は、令和５年度は行っていなか

った給水停止措置を行い、滞納処分に関する

取組を強化しており、その結果は、未収金額

の減少として表れている。これは、職員が滞

納者と交渉を行うなどした努力の成果であ

る。しかしながら、改善が見られる一方、以

下の内容等の不適正な事務も見受けられた。 

 

指摘事項：すべての滞納金額について記載さ

れた催告書を送付していない。 

 

前年度の徴収の定期監査では、「送付した

催告書は現年度分の滞納のみで、過年度分の

内容は記載されておらず、債務者は催告書を

見ても過年度分の滞納金額を確認すること

ができない状態であった」という指摘をして

いる。 

上下水道課は、令和６年度中は令和２年度

から５年度分のみ記載した催告書を１度、そ

れに加えて、現年度分の滞納について記載し

た催告書を複数回発送しているが、令和元年

度分以前の滞納は記載しておらず、依然とし

て、債務者は自身の全滞納金額を把握できな

い状態であった。催告書は、すべての滞納金

額を記載して通知しなければ意味がなく、債

務者が全滞納金額を知らなければ、分納誓約

等を行う場合、トラブルにもなりかねない。

また、発送に際して回議書を起案しておら

上下水道料金の適切な収納につきまして

は、上下水道料金滞納整理要綱を基本とし、

公平性、平等性の確保を念頭に取り組みを行

ってまいりましたが、ご指摘の「催告書への

すべての滞納金額の記載」に関しましては、

対応ができておらず、大変申し訳ございませ

ん。 

   監査の後にはなりましたが、全ての滞納金

額の記載に向けた対応を試みた結果、現行の

料金システムでは処理能力の規定値を上回

り、対応できないことが判明いたしました。 

 料金システムの保守管理事業者に確認を

行い、システム改修による対応が可能なこと

が分かっていますが、改修には１００万円近

い費用が必要となるため、令和８年度当初予

算への計上を行ったうえ、できる限り早い段

階でのシステム改修を行い対応に努めてま

いります。 

 また、催告書の発送に関しましては事務手

順を改め、回議書の作成および件数の把握に

努めています。 

 今後も、法令や事務処理に関する知識の習

得を図り、市民の安心安全と平等性・公平性

の確保を念頭に適切な債権の管理・回収を行

ってまいります。 
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ず、発送対象者に関する記録も残されていな

かったため、何件発送したのかも不明であっ

た。 

回議書を起案し決裁を受けたうえで、全て

の滞納金額について記載した催告書を送付

するよう、事務を改善されたい。 

 

（２）市営住宅使用料、駐車場使用料、市営住宅共益費について（住宅政策課） 

指摘事項：未収金額が年々増加している。 

 

 市営住宅使用料、駐車場使用料及び市営住

宅共益費を合わせた未収金額は、令和４年度

は 44,318,010円、令和５年度は 49,348,190

円、令和６年度は 55,579,155 円となってい

る。令和４年度から令和５年度にかけては、

5,030,180円（11.4％）増加し、令和５年度

から令和６年度にかけては 6,230,965 円

（12.6％）増加しており、未収金額は年々増

加している。滞納整理業務において十分な管

理体制がとられていないことが、未収金額の

増加に顕著に表れている。 

昨年度の定期監査時と同様に、催告書発送

対象者の中から 10 名程度の債務者を抽出し

て交渉記録を徴し、内容を確認したが、令和

６年度中に納付交渉を行っているのは３名

で、残りの債務者には催告書を送付するのみ

であった。中には明け渡し請求の対象と思わ

れる債務者もいたが、令和６年度も明け渡し

請求は行われていなかった。 

催告書は、少額の滞納者には送付していな

いなど、全ての発送対象者に送付されておら

ず、死亡又は転居先不明であるため催告書を

発送していない債務者の中には、不納欠損処

理を行うことが望ましいケースも見られた

が、具体的な対応はされていなかった。 

 市営住宅は、生活が厳しい方にとってのセ

ーフティーネットではあるが、公平性を保つ

未収金の増加につきましては、香南市営住

宅家賃等滞納整理事務処理要綱及び法令に

則って、催告書、督促状等を送付し、なお、

納付がない場合は、電話連絡や自宅訪問等に

より納付の督励を実施しているところです。

納付が困難な場合、収入の状況などを考慮し

た分納計画の相談に応じています。令和 5 年

度は 8 件、令和 6 年度は 15 件、令和 7 年度

は現在まで 21 件の分納誓約を締結していま

す。また、誠意に欠ける滞納者については、

法的措置を見据えた対応を行っており、令和

7 年度は、本日まで 3 件の市営住宅の滞納家

賃徴収と住宅明け渡しを求める民事調停の

申立てを行うなど、公平性を保つ滞納整理に

努めています。 

またご指摘の、不納欠損処理を行うことが

望ましいケースも見受けられることから、過

去の交渉記録等を確認し、関係法令や条例、

要綱等に照らしつつ、関係課や弁護士にも相

談しながら、滞納整理について準備を進めて

いきます。専門的な知識も必要であることか

ら、時間を要しますが、整理ができた債権か

ら、順次適切な処理に努めてまいります。 

 引き続き、研修等へ参加し、職員の徴収業

務に対する知識や意識、債権管理方法の知識

習得を図り、関係法令や条例、要綱等を十分

理解したうえで、滞納整理を実施し、債権の

適切な管理に努めてまいります。 
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ため、そして、未収金を減少させるためにも、

課として徴収業務に注力し、滞納整理に努め

られたい。 

 

 


